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労働時間には制限があります。







年次有給休暇を取得する場合、
時期や目的は自由です。

※例外的に「事業の正常な運営を妨げて」しまうような場合にのみ、
会社には労働者が年次有給休暇を取得する時季を変更する権利

（時季変更権）が認められています。

※使わなかった年次有給休暇は、翌年に繰り越されます。
なお、年次有給休暇の消滅時効は２年なので、繰り越した年次有
給休暇を使わなかった場合、その分は消滅します。






